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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月３１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

                            

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年２月５日 １１時３５分ごろ 

発生場所 岩手県大船渡市長崎漁港南東方沖 

大船渡市所在のコオリ埼灯台から真方位１１９°１,７７０ｍ付近 

（概位 北緯３９°００.６′ 東経１４１°４６.６′） 

事故調査の経過 平成２３年２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第七冨
とみ

丸、１.３トン 

ＩＴ３－３２１２５（漁船登録番号）、個人所有   

７.５ｍ（Lr）×１.８ｍ×０.５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数３０、昭和６０年３月２７日 

Ｂ 遊漁船 第一あけぼの丸、０.６トン 

ＩＴ３－４４２４５（漁船登録番号）、個人所有 

６.４８ｍ（Lr）×１.５０ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３０kＷ（漁船法馬力数）、平成１２年５月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１０月２４日 

    免許証交付日 平成２０年８月４日 

        （平成２６年５月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６８歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年７月２日 

    免許証交付日 平成２１年８月１７日 

         （平成２７年６月１３日まで有効） 

死傷者等 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船側外板に亀裂 

Ｂ 船首部外板に破口 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長及び甲板員が乗り組み、長崎漁港南東方の刺し網漁の漁場

に向かった。 

船長Ａは、漁場に至り、定置網の近くで刺し網を南から北に向かって投

網する際、右舷方にＢ船を認めたが、Ａ船は定置網の近くで操業している

のでＢ船がＡ船を避けるものと思い、Ｂ船から目を離して刺し網の投入作

業に注意を向けており、投網を終える頃、右舷前部に間近に迫るＢ船を認

め、機関を後進にかけたが、平成２３年２月５日１１時３５分ごろＡ船の
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右舷前部とＢ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、船尾からロープをとってＢ船をえ
．
い
．
航し、甲板員が、倒れて

いる船長Ｂを介抱してから、携帯電話で衝突を親族に知らせ、Ｂ船が沈ん

でいくので僚船に救助を頼み、船長Ｂと釣り客を僚船に移乗させ、僚船が

Ｂ船を横抱きして長崎漁港に向かった。 

Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、大船渡市綾里埼南

西方沖の釣り場で遊漁を行ったのち、大船渡市碁石埼沖の釣り場に移動す

ることにした。 

船長Ｂは、Ａ船を認めて停まっているものと思い、Ａ船を避けるつもり

で１１時１０分ごろ針路を真方位約２５３°とし、約７ノットの対地速力

で航行を始め、船尾右舷寄りに設置した幅が狭く高さが胸ぐらいの風除け

の後方に立ち、右手で風除けに付けた丸棒をつかみ、左手で船外機のハン

ドルをつかんで操船に当たった。 

船長Ｂは、釣り客２人を船首部に座らせて航行し、左舷船首方からあが

るしぶきが顔にかかり、前方が見えなくなるので眼鏡や顔を拭きながら操

船しているうち、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、顔面を風除けに当てて気を失って倒れ、釣り客に起こされて

衝突を知り、来援したＡ船の僚船に移乗し、長崎漁港から救急車で病院に

搬送されて上顎骨折等と診断され、入院加療を受けた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 Ａ船は、汽笛、有効な音響による信号を行うことができる携帯式エアー

ホーンなどの装備がなかった。 

Ｂ船は、レーダー及びＧＰＳプロッターの装備がなかった。 

船長Ｂは、遊漁船の運航の経験が約８年あった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ船は、長崎漁港南東方沖で刺し網の投網作業

中、船長Ａが、右舷方にＢ船を認めていたが、投

網作業に注意を向け、Ｂ船に対する適切な見張り

を行っていなかったことから、Ｂ船が右舷方から

接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

船長Ａは、Ａ船は定置網の近くで操業している

のでＢ船がＡ船を避けるものと思い、投網作業に

注意を向けていたものと考えられる。 

Ｂ船は、長崎漁港南東方沖で釣り場を移動しよ

うとして西南西進中、船長Ｂが、船首方に認めて

いたＡ船を避ける針路としていたが、しぶきが顔

にかかるので眼鏡や顔を拭きながら航行し、Ａ船

に対する適切な見張りを行っていなかったことか

ら、同針路から外れてＡ船に向首していることに

気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、風除けの後方で操船を行い、しぶき
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が顔にかかることから、眼鏡や顔を拭いているう

ち、Ａ船を避ける針路から外れていったものと考

えられる。 

原因 本事故は、長崎漁港南東方沖において、Ａ船が刺し網の投網作業

中、Ｂ船が釣り場に向けて西南西進中、船長Ａが、投網作業に注意を向

け、Ｂ船に対する適切な見張りを行っておらず、また、船長Ｂが、しぶき

が顔にかかるので眼鏡などを拭きながら航行し、Ａ船に対する適切な見張

りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・他船を避ける予定で操船する際、他船との避航距離を十分にとるこ

と。 

・揚網作業中においても適切な見張りを行うとともに、汽笛を備えてい

ない場合、自船の存在を示すことができるよう、携帯式エアーホーン

を備えるなど有効な音響信号を行うことができる手段を講じ、状況に

応じて早期に注意喚起信号を行うこと。 

 




